
 

 

         12 上下水道 
 

 

◎ 水    道 

１ 概 要 

２ 沿 革 

３ 取 水 及 び 貯 水 施 設 

４ 浄 水 施 設 等 

５ 業 務 

６ 料 金 及 び 収 納 状 況 

◎ 下 水 道 

１ 概 要 

２ 沿 革 

３ 下 水 道 事 業 の 概 要 

４ 区 域 図 （ 事 業 計 画 ） 

５ 処 理 場 概 要 

６ 事 業 費 

７ 普 及 状 況 

８ 下 水 道 普 及 率 の 推 移 

９ 下 水 道 使 用 料 及 び 収 納 状 況 

10 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 制 度 

11 水洗便所等改造資金利子補給制度 

◎ 集 落 排 水 

１ 概 要 

２ 集 落 排 水 事 業 の 現 況 

３ 集 落 排 水 使 用 料 収 納 状 況 

 

 

 

 



◎ 水  道 

１ 概  要 
 呉市の水道は，大正７年４月に旧海軍水道からの余水分与を水源として市民給水を開始した。 

 創設後，市独自で三永水源地を築造，戦後は国から譲受した旧海軍水道施設と市有水道施設の一元化

を図り，その後，広島市を貫流する太田川に水源を求め，広島県と呉市と近隣市町の共同施行による太

田川東部工業用水道からの取水，更に広島水道用水供給事業からの受水により，増大する水需要に対応

してきた。 

 平成１５年から平成１７年にかけての周辺８町との合併により，各水道事業及び簡易水道事業の全部

を譲り受け，給水区域が大幅に広がった。合併後，給水人口の減少や近年の節水機器定着に伴い水需要

も減少傾向にある。 

 平成２４年度末，市民給水の開始時から稼動してきた平原浄水場を廃止し，基幹浄水場である宮原浄

水場に機能統合し，耐震構造の浄水施設を建設した。平成２５年４月からこの浄水施設により給水を開

始している。 

 平成２５年４月，市民サービスの向上，組織・経営の効率化，危機管理体制の強化を基本理念として

上下水道の組織統合を実施した。この組織統合を契機として，平成２６年１月に「呉市上下水道ビジョ

ン（計画期間：１０年間）」を策定し，安全で安心な上下水道サービスの安定的な提供を目指している。 

 なお，平成２８年度末，簡易水道事業を廃止し水道事業に事業統合した。 

 また，重要な産業基盤としての工業用水道においては，平成２７年３月に「呉市工業用水道事業経営

計画」を策定し，今後も安定供給の継続を目指すこととしている。 

 平成３１年４月，安全・安心な水道水の安定的な供給のため，宮原浄水場等５施設に指定管理者制度

を導入した。また，当該指定管理者に出資し職員派遣を行うことで，現場経験を引き継ぎ，技術・技能

の維持・継承を図ることとした。 

 

２ 沿  革 

 (1) 水道事業 

年   月 事            項 

明治２１年１２月 呉鎮守府水道着工（二河水源地） 

  ２２． ９ 呉鎮守府水道竣工（全国で２番目） 

  ３５．１０ 市制施行 

大正 ４． ７ 創設工事着工（平原浄水場建設） 

   ７． ３ 創設工事竣工（全国で 34番目） 

   ７． ４ 給水開始（いなり水姿を消す。）  15,000㎥/日 

昭和 ３． ４ 第１期拡張工事着工（宮原高区配水池築造） 

   ４． ３ 第１期拡張工事竣工  16,700 ㎥/日 

  １３．１１ 第２期拡張事業着工（三永水源地築造） 

  １８． ３ 第２期拡張事業竣工  34,500 ㎥/日 

  ２０．１０ 占領軍進駐，旧軍港水道の管理運営，進駐軍給水 

  ２２． ４ 石内浄水場築造工事再開 
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年   月 事            項 

昭和２３． １ 広・仁方上水道拡張工事着工 

  ２３． ５ 広上水道㈱を買収（６月１日から給水開始） 

  ２８．１０ 

   ～２９．１２ 

旧軍港市転換法により旧軍港水道施設無償譲受 

 

  ２９．１１ 第３期拡張事業着工（戸坂浄水場拡張） 

３７． ３ 第３期拡張事業竣工  68,000 ㎥/日 

３７． ８ 第４期拡張事業着工（焼山浄水場新設） 

  ３８． ６ 焼山地区水道施設竣工，８月から給水開始 

  ４１． ６ 水道局新庁舎完成 

  ４１． ８ 音戸町へ分水開始  

４２． ４ 熊野町へ分水（原水）開始 

  ４２． ７ 集中豪雨により大災害発生，運搬給水実施 

  ４２．１０ 渇水による給水制限実施（隔日２４時間給水） 

  ４５． ４ 分担金制度実施（給水装置工事） 

  ４６． ２ 第５期拡張事業着工 

  ４６． ３ 第５期拡張事業の一部（導，送，浄，配水施設）を県（安芸灘地域水道）との

共同施設として建設（維持管理を含む。）するに関する協定締結 

  ４６． ８ 第４期拡張事業竣工    118,000 ㎥/日 

  ４６．１１ 川尻町へ分水開始 

  ４８． ８ 渇水による給水制限実施（隔日２４時間給水） 

  ４９． ５ 東広島市へ分水（原水）開始 

  ４９． ７ 県との共同施設休山隧道配水池竣工 

  ５１． ５ 宮原浄水場の拡張整備工事竣工  141,500㎥/日 

  ５２． ２ 異常寒波による水道管凍結破裂事故多発 

  ５２． ７ 江能水道企業団へ分水開始 

  ５３． ３ 広域的水道整備計画の策定について，関係地方公共団体（４市２１町）と県知

事へ要請 

  ５３．８～９ 渇水による給水制限実施（３日に１日２４時間断水） 

  ５４． ６ 未給水地区（郷原地区）一部給水開始 

  ５４．１１ 未給水地区（昭和地区一部）一部給水開始 

  ５４．１２ 広島県水道用水供給事業の給水条件等に関する協定締結 

  ５５． １ 船舶給水業務廃止 

  ５５． ６ 江能水道企業団への分水廃止 

５５． ７ 広島県水道用水供給事業に係る広島県（音戸町，倉橋町，江能水道企業団）へ

暫定分水開始 

  ５５．１１ 未給水地区（郷原，昭和地区一部）工事竣工 

  ５６．２～３ 異常寒波による水道管凍結破裂事故多発 

  ５７． ６ 広島市へ分水開始（安芸水道企業団解散，給水区域は広島市に編入） 
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年   月 事            項 

昭和５８． ３ 第５期拡張事業竣工  141,500㎥/日 

  ５８． ４ 第６期拡張事業着工 

  ５８． ６ 広島県への暫定分水廃止 

５８． ７ 広島県水道用水供給事業から浄水の一部受水開始 

  ５９． ２ 異常寒波による水道管凍結破裂事故多発 

６０． ３ 東広島市への分水（原水）廃止 

  ６０． ５ 「近代水道百選」に三永貯水池，宮原浄水場及び二河水源地が選ばれる 

  ６１． ３ 第６期拡張事業計画の変更（一次） 

  ６１．１０ 戸坂浄水場廃場及び広島市への分水廃止 

  ６３． ３ 本庄隧道配水池竣工並びに焼山浄水場及び熊野町への分水（原水）廃止 

６３． ４ 本庄隧道配水池で県用水受水開始 

  ６３． ４ 用途別料金体系を口径別料金体系に改定 

  ６３． ５ 給水装置診断（３年計画）に着手 

  ６３． ８ 内陸部（桑畑工業団地）へ給水開始 

平成 元． ５ 呉市水道事業等経営審議会設置 

   ３． ３ 「ホタルの里」開園 

   ３． ５ 第６期拡張事業計画の変更（二次） 

   ３． ９ 

   ４．１０ 

台風１９号による停電のため断水地区多発 

太田川にて薬物流入事故発生 

   ６．７～１０ 渇水による減圧給水等実施 

   ７．１～３ 阪神・淡路大震災（平成 7.1.17 発生）により被災地（神戸市）へ職員派遣 

   ７． ８ 「阪神・淡路大震災支援活動の記録」を刊行 

   ８． ３ 災害時の水道水相互融通協定調印（広島市） 

   ９． ３ 

  １０． ４ 

石内浄水場休止 

水道法改正により，公認業者制度の見直し（指定給水装置工事事業者へ） 

  １０．１０ 「宮原浄水場低区配水池」「平原浄水場低区配水池」「二河水源地取入口」の３

施設が文化財登録原簿に登録（登録有形文化財） 

  １１． ５ 「本庄水源地堰堤水道施設」が国の重要文化財に指定 

  １１． ６ 集中豪雨により災害発生 

  １１． ７ 「三永水源地堰堤」が文化財登録原簿に登録（登録有形文化財） 

  １２． ４ 音戸町，倉橋町の水質検査を受託 

  １２．１２ 基本料金の前納制を後納制に変更し，一か月制の検針・集金制度を二か月制の

検針・集金制度に統一 

１３． ３ 芸予地震により災害発生（阿賀・広・仁方地区約 21,000 世帯が断水） 

  １３． ４ 機構改革の実施 

  １３．１１ 検針地区の見直しによる検針月及び料金の支払月の変更 

  １３．１２ 呉市水道長期基本構想の策定 

  １４． ４ 機構改革の実施（配水課維持３係を１係に統合） 
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年   月 事            項 

平成１４． ４ 市内一部地域での５階直結給水の開始（５階までを直結直圧方式，10階程度ま

でを直結増圧方式） 

  １５． ４ 下蒲刈町との合併に伴い，下蒲刈簡易水道事業の事業運営を引継ぐ 

  １５． ９ 本庄浄水場休止 

  １６． ４  川尻町との合併に伴い，川尻町水道事業の運営を引継ぐ 

１６． ４  機構改革の実施（工事検査室，お客様サービス係，川尻町との合併に伴い東部

営業所を設置し，管路情報係を情報管理係へ，本庄浄水場を本庄水源地へ名称

変更） 

１６． ９   台風１８号により災害発生（中央・阿賀・広・仁方・焼山・下蒲刈地区約 4,500

世帯が断水） 

  １７． ３ 音戸町・倉橋町・安浦町との合併に伴い，各町の水道事業の運営を引継ぐ 

１７． ３ 蒲刈町・豊浜町・豊町との合併に伴い，各町の簡易水道事業の事業運営を引継

ぐ 

１７． ３ 機構改革の実施（音戸町・倉橋町との合併に伴い，南部営業所を設置） 

  １７． ３ 水質検査計画を策定 

１７． ４ 戸坂取水場施設の維持管理業務を水道法上の技術的な権限及び責任を付与し

て広島県へ委託（第三者委託） 

  １８． ３ 「呉市水道局経営計画」（平成 17年度～平成 21年度）を策定 

  １８． ８ 水道送水施設で崩落事故が発生（音戸・倉橋・吉浦・天応・中央西部・広・仁

方・川尻地区約 20,100世帯が断水） 

  ２０． ３ 江田島市と「災害時等における水道水の相互応援に関する協定」を締結 

２０． ３ 水道施設整備事業認可 

  ２１． ３ ５簡易水道事業の変更認可 

  ２１． ４ 検針及び収納等業務を一括して民間業者に委託 

  ２２． ４ 水道の使用及び廃止等の受付，窓口業務，廃止に伴う精算業務を民間業者に委

託 

２２．１０ 水道料金等のコンビニエンスストア収納を導入 

  ２３．３～４ 東日本大震災（平成 23.3.11 発生）により被災地（石巻市ほか）へ職員派遣 

  ２３． ４ 口座・入金整理業務を民間業者に委託 

  ２５． ３ 平原浄水場閉場 

  ２５． ４ 宮原浄水場新浄・配水施設 稼動 

  ２５.  ４ 機構改革の実施（水道局と下水道部を上下水道局として統合） 

  ２６.  １ 呉市上下水道ビジョンを策定 

  ２６.  ３ 呉市上下水道ビジョン前期経営計画を策定 

  ２７.  ４ 機構改革の実施（水道技術部と下水道技術部を建設部と施設管理部に再編） 

  ２８.  ８ 呉市水道アセットマネジメント計画を策定 

  ２８．１２ つばき会館へ局庁舎移転（経営総務部及び建設部が移転） 

  ２９． ３ ５簡易水道事業を廃止し，水道事業に事業統合 
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年   月 事            項 

平成３０． ２ 宮原浄水場管理棟へ施設管理部が移転 

  ３０． ４ 呉市水道１００周年 

  ３０． ７ 平成３０年７月豪雨により災害発生（市内全域で最大 78,006世帯が断水） 

  ３１． ４ 宮原浄水場及び本庄水源地に指定管理者制度を導入 

 

 (2) 工業用水道事業 

年   月 事            項 

昭和２６． ６月 創設工事着工 

  ２９． ３ 創設工事竣工 58,000㎥/日 

  ３１． ９ 第１期拡張工事着工 

  ３２． ３ 給水能力 80,000㎥/日に増強 

  ３２． ４ 第２期拡張工事着工（二級水源地築造） 

  ３３． ３ 第１期拡張工事竣工 

  ３５． ３ 第２期拡張工事竣工 110,000㎥/日 

  ３５． ３ 第３期拡張工事着工 

  ３７． ３ 第３期拡張工事竣工 130,000㎥/日 

  ４０．１２ 太田川東部工業用水道第１期工事完了，呉市に通水開始 

  ５６． ５ 東洋パルプ㈱呉工場の基本使用水量を 1,440,000㎥/月に削減 

                              （旧 1,800,000㎥/月） 

  ５９． ４ ㈱淀川製鋼所呉工場の基本使用水量を 279,000㎥/月に増量 

                              （旧 260,000㎥/月） 

  ６１． ６ 協業組合呉金属工業協進会へ給水開始 （150,000㎥/月） 

  ６１．１０ 東洋パルプ㈱呉工場の基本使用水量を 1,800,000㎥/月に増量 

                              （旧 1,440,000㎥/月） 

平成 元． ４ 東洋パルプ㈱呉工場から王子製紙㈱呉工場に需要者の地位承継 

   元． ４ 給水対象の基本使用水量を 150,000㎥/月以上から 3,000㎥/日以上に変更 

王子製紙㈱呉工場の基本使用水量     61,500 ㎥/日 

日新製鋼㈱呉工場の基本使用水量     50,000 ㎥/日 

㈱淀川製鋼所呉工場の基本使用水量    9,300 ㎥/日 

協業組合呉金属工業協進会の基本使用水量 3,500 ㎥/日 

   ３． ６ 協業組合呉金属工業協進会から二村化学工業㈱広島工場に需要者の地位承継 

   ６．７～１０ 渇水による給水制限実施 

  １４． ４ 給水対象の基本使用水量を削減 

日新製鋼㈱呉工場の基本使用水量 43,500㎥/日 

  １４．１０ 給水対象の基本使用水量を削減 

    王子製紙㈱呉工場の基本使用水量 53,500㎥/日 

    ㈱淀川製鋼所呉工場の基本使用水量 8,100㎥/日 

    二村化学工業㈱広島工場の基本使用水量 2,600㎥/日 
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年   月 事            項 

平成１５．１２ 呉市三永水源地と広島県工業用水道水源との水量の振替（35,000 ㎥/日）につ

いて県と協定書の締結を行う 

  １６． ６ 三永水源地から広島県田口浄水場へ 35,000㎥/日を送水し，太田川から呉市宮

原浄水場へ同量を受水することで振り替えを実施 

  １６． ６ 中国木材㈱へ給水開始（1,000㎥/日） 

  １７． ３ 中国木材㈱の基本使用水量を 2,000㎥/日に増量 

  ２４．１０ 王子製紙㈱呉工場から王子マテリア㈱呉工場に需要者の地位承継 

  ２６.  ７ ジャパンマリンユナイテッド（株）へ給水開始（2,000㎥/日） 

  ２７.  ３ 呉市工業用水道事業経営計画を策定 

  ２８.  ８ 呉市水道アセットマネジメント計画を策定 

  ２９． ６ 中国木材㈱の基本使用量を 3,000㎥/日に増量 

  ３０． ７ 平成３０年７月豪雨により災害発生（県６号トンネルの閉塞及び二級水源地の

機能停止による断水等） 

  ３１． ４ 宮原浄水場，二河水源地及び鍋崎配水池に指定管理者制度を導入 
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３ 取水及び貯水施設 

（単位：㎥） 

河 川 

水       源       施       設 

水 源 施 設 名 所  在  地 貯 水 池 容 量 １ 日 取 水 能 力 

黒瀬川 

 

三永水源地 

 

東広島市西条町 

下三永 

 

2,640,000 
  

県営二級貯水池 呉市郷原町 0  12,000 

二級水源地 呉市広町 0  50,000 

二河川 

本庄水源地 呉市押込町 1,959,000  36,000 

二河取水場 呉市二河峡町 0  12,000 

さく井 三坂地水源地 呉市広町 0  13,000 

太田川 

 

戸坂水源地 

 

広島市東区 

戸坂千足 

0  

 

23,000 

・広島水道用水供給

水道 

広島市安佐北区 

高陽町 
0 沈でん水 23,500 

  0 
浄水受水 

（本庄系） 
16,960 

    
浄水受水 

（宮原系） 
14,860 

  0 
浄水受水 

（安浦系） 
5,100 

・太田川東部 

 工業用水道 

広島市東区 

戸坂千足 
0  85,000 

計   4,599,000  291,420 

（平成 31.3.31現在） 

 （注）石内浄水場を廃止したため，県営二級貯水池からの取水はなし。 
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４ 浄水施設等 

 

（注）（ ）内は予備池数で内数                   （平成 31.3.31現在） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水  源 

浄水施設 配水池数 給水能力 

浄水 

場名 
所在地 

ろ過池 
配水池数 

配 水 池 

有  効 

容  量 

上 水 
工業用 

原 水 
計 急速ろ過 

池 数 

１日ろ過 

能 力 

広島水道用水 
供 給 水 道 
（浄水受水） 
本 庄 水 系 

 

－ 
 

－ 

 

－ 
㎥ 

－ 
 

13 
㎥ 

15,280 
㎥ 

16,960 

㎥ 

－ 
㎥ 

16,960 

二 級 － － － － － － － 50,000 50,000 

戸 坂 

宮原 青山町 

 

82,000 39 76,322 78,800 12,000 90,800 
広島水道用水 
供 給 水 道 
（沈でん水） 

6 (1) 

二 河  
広島水道用水 
供 給 水 道 
（浄水受水） 
宮 原 水 系 

〃 〃 － － 46 8,739 14,860 － 14,860 

広島水道用水 
供 給 水 道 
（浄水受水） 
安 浦 水 系 

－ － － － 10 3,904 5,100 － 5,100 

三 坂 地 － － － － 2 3,570 － 13,000 13,000 

太田川東部 

工業用水道 
－ － － － － － － 55,000  55,000 

計 6 (1) 82,000 110 107,815 115,720 130,000 245,720 
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５ 業  務 

 (1) 業務概況 

  ① 水道事業 

年  度 

区  分 
26 27 28 29 30 

行 政 区 域 内 人 口 （人） 234,613 232,230 229,868 226,725 223,685 

給 水 人 口 （人） 232,753 230,488 228,227 225,097 222,099 

普 及 率 （％） 99.2 99.2 99.3 99.3 99.3 

給 水 戸 数 （戸） 114,346 114,070 113,824 113,372 112,976 

配 水 管 延 長 （ｍ） 1,308,318 1,305,439 1,304,071 1,302,469 1,301,822 

年 間 配 水 量 （㎥） 25,237,879 25,410,488 24,682,268 24,454,782 24,132,093 

一 日 平 均 配 水 量 （㎥） 69,145 69,428 67,623 66,999 66,115 

一 日 最 大 配 水 量 （㎥） 
76,812 

(12月 31日) 

80,785 

(1月 25日) 

75,887 

(12月 31日) 

74,583 

(12月 30日) 

73,363 

(12月 31日) 

年 間 有 収 水 量 （㎥） 23,000,141 22,751,414 22,638,887 22,480,993 21,651,269 

年間無収・無効水量 （㎥） 2,237,738 2,659,074 2,043,381 1,973,789 2,480,824 

有 収 率 （％） 91.1 89.5 91.7 91.9 89.7 

（注）平成２８年度までは，簡易水道事業を含む。 

  （※平成２９年３月３１日に簡易水道事業は廃止し，水道事業に統合） 

 

② 工業用水道事業 

年  度 

区  分 
26 27 28 29 30 

給 水 会 社 数 （件） 6 6 6 6 6 

配 水 管 延 長 （ｍ） 22,633 22,633 22,633 21,202 21,362 

年 間 配 水 量 （㎥） 37,476,682 38,762,390 37,983,280 39,065,280 34,102,903 

一 日 平 均 配 水 量 （㎥） 102,676 105,908 104,064 107,028 93,433 

一 日 最 大 配 水 量 （㎥） 
111,580 

(9月 28日) 

113,640 

(9月 6日) 

109,200 

(1月 18日) 

112,340 

(8 月 24日) 

110,990 

(6月 13日) 

年 間 有 収 水 量 （㎥） 36,585,379 37,937,476 37,547,432 38,794,995 33,802,501 

年間無収・無効水量 （㎥） 891,303 824,914 435,848 270,285 300,402 

有 収 率 （％） 97.6 97.9 98.9 99.3 99.1 
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 (2) 水道普及率の推移 

 

 

 

（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

呉市 99.1 99.1 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.3 99.3 99.3

広島県平均 93.6 93.7 93.9 94.0 94.2 94.2 94.3 94.4 94.5

全国平均 97.5 97.5 97.6 97.7 97.7 97.8 97.9 97.9 98.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

呉市 広島県平均 全国平均
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(3) 給水戸数及び給水人口の推移 

    （単位 戸，人） 

年度 

区分 
26 27 28 29 30 

中 央 

地 区 

給水戸数 29,778 29,526 29,595 29,127 29,324 

給水人口 51,881 51,361 51,083 50,052 49,922 

宮 原 

地 区 

給水戸数 4,078 4,041 3,950 3,923 3,865 

給水人口 7,730 7,597 7,412 7,304 7,149 

吉 浦 

地 区 

給水戸数 4,863 4,812 4,804 4,882 4,825 

給水人口 10,656 10,517 10,352 10,265 10,067 

警固屋 

地 区 

給水戸数 2,734 2,657 2,619 2,573 2,513 

給水人口 5,017 4,871 4,789 4,659 4,516 

阿 賀 

地 区 

給水戸数 7,762 7,899 

 

7,770 7,704 7,629 

給水人口 15,918 16,003 15,766 15,525 15,248 

広 

地 区 

給水戸数 22,175 22,450 22,591 22,880 22,916 

給水人口 46,749 46,895 46,942 46,952 46,651 

仁 方 

地 区 

給水戸数 3,105 3,050 3,027 2,991 2,980 

給水人口 6,717 6,592 6,464 6,335 6,263 

天 応 

地 区 

給水戸数 2,057 2,040 1,989 1,973 1,890 

給水人口 4,305 4,256 4,169 4,087 3,874 

昭 和 

地 区 

給水戸数 14,016 13,962 13,924 13,905 13,844 

給水人口 34,133 33,871 33,643 33,286 32,913 

郷 原 

地 区 

給水戸数 1,779 1,766 1,789 1,797 1,785 

給水人口 4,348 4,338 4,323 4,245 4,183 

下蒲刈 

地 区 

給水戸数 902 890 882 873 870 

給水人口 1,582 1,518 1,484 1,439 1,406 

川 尻 

地 区 

給水戸数 3,791 3,778 3,776 3,750 3,722 

給水人口 8,840 8,620 8,514 8,396 8,231 

音 戸 

地 区 

給水戸数 5,944 5,939 5,918 5,879 5,828 

給水人口 12,411 12,163 11,967 

11,967 

11,749 11,465 

倉 橋 

地 区 

給水戸数 3,186 3,155 3,126 3,118 3,081 

給水人口 5,803 5,585 5,370 5,257 5,109 

蒲 刈 

地 区 

給水戸数 1,231 1,205 1,196 1,180 1,181 

給水人口 1,872 1,811 1,751 1,687 1,644 

安 浦 

地 区 

給水戸数 4,381 4,371 4,406 4,391 4,334 

給水人口 11,166 11,005 10,856 10,647 10,374 

豊 浜 

地 区 

給水戸数 1,113 1,098 1,062 1,040 1,022 

給水人口 1,559 1,507 1,455 1,391 1,320 

豊 

地 区 

給水戸数 1,451 1,431 1,400 1,386 1,367 

給水人口 2,066 1,978 1,887 1,821 1,764 

合 計 
給水戸数 114,346 114,070 113,824 113,372 112,976 

給水人口 232,753 

,753 

230,488 228,227 225,097 222,099 
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(4) 用途別使用量（平成 30年度） 

 

一 般 用 21,544,683 ㎥     

夜 間 給 水 0 ㎥ 

公 衆 浴 場 用 94,011 ㎥ 

臨 時 12,575 ㎥ 

計 21,651,269 ㎥ 

 

 

 

 

工 業 用 原 水 33,802,501 ㎥ 
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６ 料金及び収納状況 

 (1) 水道料金（平２６．１０．１改定） 

用 
 
 
 

途 

基本料金（１月につき） 従量料金（１立方メートルにつき） 

メ

ー

タ

の

口

径 

基

本

水

量 

料

金 

 1 10 10 20 20 30 30 50 50 100 100 500 500超 
立

方

メ

ー

ト

ル

ま

で 

立

方

メ

ー

ト

ル

以

上 

立

方

メ

ー

ト

ル

ま

で 

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え 

立

方

メ

ー

ト

ル

ま

で 

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え 

立

方

メ

ー

ト

ル

ま

で 

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え 

立

方

メ

ー

ト

ル

ま

で 

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え 

立

方

メ

ー

ト

ル

ま

で 

立

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え 

え

る

部

分 

立

方

メ

ー

ト

ル

を 

一 
 
 

 
 
 

般 
 

 
 

 
 

用 

1 3 ミ リ 

メートル 
- 

1,123.20 円 

(83.20 円) 

21.60 円 

(1.60 円) 

237.60円 

(17.60円) 

270.00円 

(20.00円) 

280.80円 

(20.80円) 

297.00 円 

(22.00 円) 

302.40円 

(22.40円) 

307.80円 

(22.80円) 

2 0 ミ リ 

メートル 
- 

1,166.40 円 

(86.40 円) 

2 5 ミ リ 

メートル 
- 

1,209.60 円 

(89.60 円) 

4 0 ミ リ 

メートル 
- 

4,968.00 円 

(368.00 円) 

172.80円

(12.80円) 

5 0 ミ リ 

メートル 
- 

16,200.00 円 

(1,200.00 円) 

7 5 ミ リ 

メートル 
- 

37,260.00 円 

(2,760.00 円) 

100 ミリ 

メートル 
- 

72,360.00 円 

(5,360.00 円) 

150 ミリ 

メートル 
- 

192,888.00 円 

(14,288.00 円) 

200 ﾐﾘﾒｰ 

ﾄ ﾙ 以 上 
- 

377,352.00 円 

(27,952.00 円) 

公衆浴場用 
5 0 立 方 

メートル 

ま で 

6,480.00 円 

(480.00 円) 
（５０立方メートルまでの水量を含む。） 

74.52 円 

（5.52円） 

臨 時 用 - 
6,091.20 円 

(451.20 円) 

43.20 円 

(3.20 円) 

626.40円 

(46.40円) 

夜 間 給 水 
 8,000 立方メートルまでの部分  237.60 円 (17.60 円) 

8,000 立方メートルを越える部分 307.80 円 (22.80 円) 

 総額（税込み）表示。（ ）内は消費税相当額。上記の表により算出した料金の合計額に１円未満の端

数が生じたときは，その端数金額を切り捨てる。 

 

 (2) 工業用水道料金（平２６．４．１改定） 

区 
 

分 

基 本 料 率 

（１㎥につき） 

超 過 料 率 

（１㎥につき） 

１４.９０４円（１.１０４円） ２６．３５２円（１．９５２円） 

 総額（税込み）表示。（ ）内は消費税相当額。 

 工業用水道料金は，基本料金と超過料金とし，上記の表により算出した料金の合計額に１円未満の端

数が生じたときは，その端数金額を切り捨てる。 
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(3) 分担金（平２６．４．１改定） 

メ ー タ の 口 径 分   担   金 

 １３ミリメートル ５４，０００円   （４，０００円） 

 ２０ミリメートル １２９，６００円   （９，６００円） 

 ２５ミリメートル １９４，４００円  （１４，４００円） 

 ４０ミリメートル ６４８，０００円  （４８，０００円） 

 ５０ミリメートル １，１６６，４００円  （８６，４００円） 

 ７５ミリメートル ３，２４０，０００円 （２４０，０００円） 

１００ミリメートル ６，４８０，０００円 （４８０，０００円） 

１５０ミリメートル １７，４９６，０００円（１，２９６，０００円） 

  ２００ミリメートル以上 管理者が別に定める。 

総額（税込み）表示。（ ）内は消費税相当額。上記の表により算出した料金の合計額に１円未満の端数

が生じたときは，その端数金額を切り捨てる。 

 

 (4) 水道料金収納状況（平成３０年度） 

区  分 

調  定  額 収  納  額 未  納  額 収 納 率 

件 数 金 額 （ 円 ） 件 数 金 額 （ 円 ） 件 数 金 額 （ 円 ） 件 数 金 額 

納

付

制 

一 般 用 
 

93,118 

 

1,013,380,706 

 

86,852 

 

974,050,684 

 

6,266 

 

39,330,022 

% 

93.3 

% 

96.1 

夜 間 給 水 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

公衆浴場用 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

臨 時 用 106 7,130,352 105 7,007,686 1 122,666 99.1 98.3 

小 計 93,224 1,020,511,058 86,957 981,058,370 6,267 39,452,688 93.3 96.1 

口

座

制 
一 般 用 585,325 3,942,487,277 535,712 3,766,765,370 49,613 175,721,907 91.5 95.5 

公衆浴場用 60 7,413,379 53 6,988,941 7 424,438 88.3 94.3 

臨 時 用 14 1,162,204 12 906,817 2 255,387 85.7 78.0 

小 計 585,399 3,951,062,860 535,777 3,774,661,128 49,622 176,401,732 91.5 95.5 

合  計 678,623 4,971,573,918 622,734 4,755,719,498 55,889 215,854,420 91.8 95.7 

消費税込みの金額である。 

 

 

 (5) 工業用水道料金収納状況（平成３０年度） 

区  分 調 定 額 収 納 額 未 納 額 収 納 率 

工業用水 
円 

562,739,085 

円 

562,739,085 

円 

0 
% 

100.0 
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◎ 下 水 道 

 

１ 概  要 

 本市の公共下水道事業は，昭和３３年に下水道法の認可を受けて事業に着手して以来，都市形態の

変化に伴う処理区域の拡大，汚水量の増加等に対応して事業計画の変更を行いながら，新宮，広及び

天応処理区の整備を進めてきた。 

 また，平成１６年４月１日の川尻町，平成１７年３月２０日の安浦町，音戸町，倉橋町及び蒲刈町

との合併により，６処理区を追加している。 

 現事業計画では，計画処理区域面積を４，５３３．５ヘクタールとしており，平成３０年度末までの整備

済面積は，３，９１３．４ヘクタールで，進捗率は８６．３％である。 

 また，平成３０年度末の行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合，いわゆる下水道普及率は 

８８．０％である。 

 平成２５年４月，市民サービスの向上，組織・経営の効率化，危機管理体制の強化を基本理念として

上下水道の組織統合を実施した。この組織統合を契機として，平成２５年１１月に「呉市上下水道ビジ

ョン（計画期間：１０年間）」を策定し，安全で安心な上下水道サービスの安定的な提供を目指している。 

 

２ 沿  革 

年    月 事                 項 

昭和３３年  ２月 呉市下水道築造計画を策定 

  ３３．  ３ 下水道法に基づき事業認可を受け，下水道整備事業に着手 

  ３４． １１ 新宮浄化センター事業着手 

  ３７．  ９ 旧呉市において下水道使用料徴収開始 

  ３８．  ７ 二河川ポンプ場建設に着手 

  ４１．  ４ 二河川ポンプ場供用開始 

  ４３． １０ 旧呉市において下水道受益者負担金徴収開始 

  ４４．  ３ 呉市水洗便所改造資金貸付制度発足 

       ４ 新宮浄化センター１次処理施設供用開始 

 新宮浄化センター２次処理施設事業着手 

  ４５． １０ 新宮浄化センター２次処理施設供用開始 

４７．  ４ 広浄化センター事業着手 

 広ポンプ場事業着手 

 堺川ポンプ場事業着手 

  ４８．  ４ 広ポンプ場供用開始 

  堺川ポンプ場供用開始 

４９．  ４ 広浄化センター１次処理施設供用開始 

     ７ 安浦ポンプ場事業着手 

５０．  ４ 呉市公共下水道事業特別会計となる 
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年    月 事                 項 

昭和５０年  ９月 広浄化センター２次処理施設事業着手 

  ５１． １１ 広浄化センター２次処理施設供用開始 

５６．   ２ 芳井田ポンプ場，名田ポンプ場及び豊栄ポンプ場を公共下水道へ編入 

       ６ 阿賀ポンプ場事業着手 

     ９ 弥生ポンプ場事業着手 

  ５６． １０ 宮原ポンプ場事業着手 

      １２ 新宮浄化センター第２処理施設事業着手 

  ５７．  ４ 宮原ポンプ場供用開始 

  ５８．  ４ 阿賀ポンプ場供用開始 

  ５９． １２ 旧川尻町において，都市計画法に基づき事業認可を受け下水道事業に着手 

  ６０．  ９ 新宮浄化センター第２処理施設供用開始 

６２．   ８ 仁方ポンプ場事業着手 

６３・  ３ 小倉ポンプ場を公共下水道へ編入 

       ４ 下水道事業企業会計に移行 

       ９ 弥生ポンプ場供用開始 

平成 元．  ５ 吉浦ポンプ場事業着手 

       ７ 横路ポンプ場事業着手 

  １１ 天応浄化センター事業着手 

   ２．  ２ 旧安浦町において，都市下水路事業から公共下水道事業へ移行 

      １０ 旧安浦町において，都市計画法に基づき事業認可を受け下水道事業に着手 

   ３．  ３ 川尻浄化センター供用開始 

       ５ 横路ポンプ場供用開始 

 仁方ポンプ場供用開始 

       ８ 郷原ポンプ場事業着手 

   ４．  ３ 呉市公共下水道（熊野町の一部）の廃止 

       ４ 吉浦ポンプ場供用開始 

   ５．  ３ 熊野町公共下水道の流域下水道の接続替 

       ４ 安浦浄化センター事業着手 

 郷原ポンプ場供用開始 

      １１ 警固屋ポンプ場事業着手 

   ６．  ４ 天応浄化センター供用開始 

   ７． １２ 旧蒲刈町において，下水道法に基づき事業認可を受け下水道事業に着手 

   ８． １２ 旧倉橋町において，下水道法に基づき事業認可を受け下水道事業に着手 

９．  ３ 警固屋ポンプ場供用開始 

       ４ 安浦浄化センター供用開始 

  １０．  ８ 赤石浄化センター事業着手 

１２．  ６ 小坪ポンプ場事業着手 

１３．  ４ 赤石浄化センター供用開始 

１４．  ４ 小坪ポンプ場供用開始 
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年    月 事                 項 

１５．  ４ 呉市と下蒲刈町が合併 

      １１ 旧音戸町において，下水道法に基づき事業認可を受け下水道事業に着手 

  １６．  ４ 呉市と川尻町が合併 

  １７．  ３ 呉市と音戸町，倉橋町，安浦町，蒲刈町，豊浜町及び豊町が合併 

      １２ 新町ポンプ場事業着手 

  ２０． １２ 音戸北部浄化センター事業着手 

  ２１．  ４ 新町ポンプ場供用開始 

  ２２．  ８ 名田ポンプ場事業着手 

 倉橋中央浄化センター事業着手 

２４．  ４ 音戸北部浄化センター供用開始 

２５.  ４ 機構改革の実施（水道局と下水道部を上下水道局として統合） 

１１ 呉市上下水道ビジョンを策定 

２６.   ２ 呉市上下水道ビジョン前期経営計画を策定 

         ５ 倉橋中央浄化センター供用開始 

２７.   ５ 

２８． １２ 

名田ポンプ場供用開始 

つばき会館へ局庁舎移転（経営総務部及び建設部が移転） 
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３ 下水道事業の概要 

                              （平成３１年３月３１日現在） 

区   分 処理区 全体計画 事業計画 ３０年度末現在 

旧 

呉 

市 

処 理 面 積 

 

（ha） 

新  宮 1,690.8 1,675.0 1,506.1 

広 1,575.1 1,510.4 1,346.2 

天  応 397.1 381.9 289.0 

合 
 

併 
 

町 

川  尻 262.2 262.2 228.2 

安  浦 412.2 412.2 348.6 

音戸北部 265.1 110.3 39.0 

本  浦 35.5 35.5 35.5 

倉橋中央 140.1 59.5 34.4 

蒲  刈 86.5 86.5 86.4 

総     数 4,864.6 4,533.5 3,913.4 

旧 

呉 

市 

処 理 人 口 

 

（人） 

新  宮 87,800 87,630 91,521 

広 62,600 62,560 71,080 

天  応 14,000 13,860 13,687 

合 
 

併 
 

町 

川  尻 7,730 7,730 7,771 

安  浦 8,860 8,860 9,316 

音戸北部 7,800 2,760 897 

本  浦 740 740 908 

倉橋中央 3,100 850 649 

蒲  刈 830 830 948 

総     数 193,460 185,820 196,777 

処 理 能 力 

 

（１日最大処理水量） 

新  宮 52,200 52,200 52,200 

広 41,900 41,900 41,900 

天  応 9,600 9,600 7,900 

川  尻 2,710 2,710 3,300 

安  浦 2,980 2,980 3,630 

音戸北部 3,550 1,400 1,400 

本  浦 650 650 650 

倉橋中央 1,260 600 600 

蒲  刈 500 500 500 

総     数 115,350 112,540 112,080 
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４ 区域図（事業計画） 

   呉市公共下水道事業計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 処理場概要（平成３1年３月３１日現在） 

 

(1) 新宮浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市光町３－４ 

   ◎全体計画処理人口   ８万７，８００人 

   ◎全体計画処理水量   ５万２，２００㎥／日（現有施設：５万２，２００㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法 

 

(2) 広浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市広多賀谷３丁目１０－１ 

   ◎全体計画処理人口   ６万２，６００人 

   ◎全体計画処理水量   ４万１，９００㎥／日（現有施設：４万１，９００㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法 
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 (3) 天応浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市天応大浜３丁目５－４ 

   ◎全体計画処理人口   １万４，０００人 

   ◎全体計画処理水量   ９，６００㎥／日（現有施設：７，９００㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法 

 

 (4) 川尻浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市川尻町小仁方１丁目５－１ 

   ◎全体計画処理人口   ７，７３０人 

   ◎全体計画処理水量   ２，７１０㎥／日（現有施設：３，３００㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法 

 

 (5) 安浦浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市安浦町中央８丁目１－３７ 

   ◎全体計画処理人口   ８，８６０人 

   ◎全体計画処理水量   ２，９８０㎥／日（現有施設：３，６３０㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (6) 赤石浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市蒲刈町大浦字赤石４４ 

   ◎全体計画処理人口   ８３０人 

   ◎全体計画処理水量   ５００㎥／日（現有施設：５００㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (7) 本浦浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市倉橋町字前宮ノ浦４５１－２ 

   ◎全体計画処理人口   ７４０人 

   ◎全体計画処理水量   ６５０㎥／日（現有施設：６５０㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (8) 音戸北部浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市音戸町渡子１丁目１０番１０６ 

   ◎全体計画処理人口   ７，８００人 

   ◎全体計画処理水量   ３，５５０㎥／日（現有施設：１，４００㎥／日） 

◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (9) 倉橋中央浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市倉橋町字小宇和木５９０６番３ 

   ◎全体計画処理人口   ３，１００人 

   ◎全体計画処理水量   １，２６０㎥／日（現有施設：６００㎥／日）  

◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 
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６ 事業費 

 (1) 事業費総括表（平成３０年度までの累計） 

                                     （単位：千円） 

費   目 管  渠 ポ ン プ 場 終末処理場 計 

事   業   費 91,805,009 18,540,494 38,177,129 148,522,632 

 工 事 費 89,755,036 17,607,526 35,217,205 142,579,767 

 用地及び補償費 2,049,973 932,968 2,959,924 5,942,865 

事   務   費 6,385,504 1,374,986 2,137,032 9,897,522 

計 98,190,513 19,915,480 40,314,161 158,420,154 

 

 

 (2) 平成３０年度事業費 

                                     （単位：千円） 

費   目 管  渠 ポ ン プ 場 終末処理場 計 

事   業   費 1,357,331 307,512 317,503 1,982,346 

 工 事 費 1,353,111 287,595 317,503 1,958,209 

 用地及び補償費 4,220 19,917 0 24,137 

事   務   費 183,157 41,189 46,055 270,401 

計 1,540,488 348,701 363,558 2,252,747 

 

 

 

７ 普及状況（平成３１年３月３１日現在） 

  行政区域内人口   ２２万３，６８５人…………① 外国人含む。 

  処 理 人 口   １９万６，７７７人…………② 

  普  及  率      ８８．０％…………③  ②／①×100 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

呉市 83.3 84.2 84.8 85.4 85.9 86.3 86.7 87.0 87.3 88.0

広島県 67.9 68.9 69.9 70.5 71.2 72.0 72.8 73.6 74.7

全国 73.7 75.1 75.8 76.3 77.0 77.6 77.8 78.3 78.8
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呉市 広島県 全国

８ 下水道普及率の推移 

 平成３０年度に，苗代地区，川尻地区，安浦地区等の整備を行ったことにより，平成３０年度末の

下水道普及率は，呉市全体で８８．０％となった。 

 これは，全国平均の７８．８％（平成２９年度末，国土交通省調），広島県平均の７４．７％（平成２９

年度末，広島県調）を上回っている。 
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                         ・平成１５年４月１日  下蒲刈町と合併 

                          ・平成１６年４月１日  川尻町と合併 

                          ・平成１７年３月２０日 近隣６町と合併 
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９ 下水道使用料及び収納状況 

 (1) 下水道使用料（１か月につき）（平成２６年１０月１日改定）  

用 途 区  分 排 除 汚 水 量 

一 般 用 

基 本 使 用 料 １世帯又は１事業所１か月につき０㎥まで １，１５５．６０円

超過使用料 

（１㎥につき） 

     1 ㎥以上      １０㎥まで １６．２０円

    １０㎥を超え     ２０㎥まで ２１６．００円

    ２０㎥を超え     ３０㎥まで ２３７．６０円

    ３０㎥を超え     ５０㎥まで ２８０．８０円

    ５０㎥を超え    １００㎥まで ３１３．２０円

   １００㎥を超え    ５００㎥まで ３３４．８０円

   ５００㎥を超えるもの ３５６．４０円

公 衆 浴 場     １㎥につき １０１．５２円

（注）上記の表の下水道使用料は，消費税を含んだ金額である。 

 

(2) 下水道使用料収納状況（平成３０年度） 

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 収納率（％） 

現 年 度 分 3,949,403,449 3,722,253,728 94.25

過 年 度 分 245,814,235 229,734,451 93.46

計 4,195,217,684 3,951,988,179 94.20

                                消費税込みの金額である。 

※ ただし，３月２１日から３月３１日までの収納分は含まれていない。 
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10 受益者負担金・分担金制度 

 

 ○単位負担金額    １㎡につき    １１０円 

 ○納付方法      年１回払い（最高３年までの分割が可能） 

 ○受益者負担金収納状況（平成３０年度）                                    

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 収納率（％） 

現 年 度 分 9,869,019 9,869,019 100.00 

過 年 度 分 355,985 119,860 33.67 

計 10,225,004 9,988,879 97.69 

※ 旧町賦課分を含む。                   消費税込みの金額である。 

（川尻町４１０円／㎡，安浦町４００円／㎡） 

○受益者分担金収納状況（平成３０年度）                                    

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 収納率（％） 

現 年 度 分 3,403,655 3,403,655 100.00 

過 年 度 分 432,828 41,162 9.51 

計 3,836,483 3,444,817 89.79 

  ※ 旧町賦課分を含む。                   消費税込みの金額である。 

（安浦町４００円／㎡，倉橋町６万円／個） 

 

11 水洗便所等改造資金利子補給制度（平成２４年度新設） 

事業用でない居住用の既存建物（アパート，事務所，新築家屋などは対象外）において，下水道へ

接続するため，くみ取り便所を水洗便所へ改造する場合等に，金融機関が無利子で融資を実施し，そ

の利子相当額を補給することにより，水洗便所の普及促進を図る制度です。 

(1) 融資限度額 

① 水洗便所への改造工事・・・最高６０万円 

  （ただし，水洗便所が２個以上ある場合は，最高９０万円） 

② 浄化槽を廃止する工事・・・最高３５万円 

③ 排水ポンプの設置工事・・・最高３０万円 

※資限度額は，呉市上下水道局が定めた基準単価の範囲内で決定 

(2) 返済方法  

① 融資を受けた取扱金融機関に返済 

② 融資を受けた翌月から５年以内の，毎月の元金均等償還 

③ 返済期日までは無利子 
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(3) 取扱金融機関 

広島銀行・もみじ銀行・呉信用金庫・呉農業協同組合・芸南農業協同組合・広島ゆたか農業協

同組合の呉市内店舗（呉信用金庫以外は出張所は除く） 

(4) 利用状況（平成３０年度） 

区 分 
く み 取 り 便 所 し 尿 浄 化 槽  排水ポンプ設備 

合 計 
改 造 廃 止 設 置 

件 数 ２ ０ ０ ２ 

 ※平成３０年度末までに申請に基づき金融機関からの融資を受けた件数 
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◎ 集落排水 
 

１ 概  要 

 汚水処理施設の整備が都市部に比べ著しく立ち遅れている農漁村部では，集落から発生する生活雑排

水が公共用水域の水質悪化を招くとともに，農業・漁業の生産基盤や農漁村の生活環境にも多大な影響

を及ぼしており，農業・漁業集落排水事業による集落排水処理施設の整備を進めている。 

 本市では現在，下蒲刈町・倉橋町・蒲刈町・安浦町・豊浜町・豊町において，農業集落排水事業によ

る８地区及び漁業集落排水事業による３地区の集落排水処理施設が，整備・供用開始されている。 

  

 

２ 集落排水事業の現況（平成３１年３月３１日現在） 

 ◎ 農業集落排水事業 

区  分 
下蒲刈町 

下島地区 

下蒲刈町 

三之瀬地区 

安浦町 

野路西地区 

豊浜町 

立花地区 

豊浜町 

大浜地区 

供用開始日 Ｈ１１．１１．１ Ｈ１４．４．１ Ｈ１４．２．１ Ｈ９．１．１ Ｈ１３．７．１ 

計画戸数 ４３３ ３６７ ９０ ５３ １４７ 

処理区域面積(ha) １４．７ ６．３ ３．５ ２．６ ４．９ 

処理区域内人口 ６０７ ３８１ １３２ ４５ １７３ 

地区戸数  A ３３３ ２２６ ７３ ３５ １１５ 

接続戸数  B ２７９ ２０２ ６６ ３５ ９１ 

接続率(％) B／A ８３．８ ８９．４ ９０．４ １００．０ ７９．１ 

区  分 
豊町 

沖友地区 

豊町 

久比地区 

蒲刈町 

向地区 

  

供用開始日 Ｈ１５．１０．１ Ｈ２１．７．１ Ｈ２２．４．１   

計画戸数 １４３ ３７７ ４４２   

処理区域面積(ha) ５．１ １７．０ １５．９   

処理区域内人口 １７２ ４４４ ６７０   

地区戸数  A ９５ ２５８ ３６７   

接続戸数  B ８８ １６６ ２５５   

接続率(％) B／A ９２．６ ６４．３ ６９．５   

※ 地区戸数・接続戸数は，公共施設を含む。 
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 ◎ 漁業集落排水事業 

区  分 
下蒲刈町 

大地蔵地区 

倉橋町 

鹿老渡地区 

豊浜町 

豊島地区 

供用開始日 Ｈ１４．４．１ Ｈ１２．４．１ Ｈ２５．５．１ 

計画戸数 ２２９ １３０ １，７９０ 

処理区域面積(ha) １６．０ ５．５ ３６．６ 

処理区域内人口 ４１８ １２３ １，０９０ 

地区戸数  A ２１９ ７２ ７３４ 

接続戸数  B １３２ ７１ ４０６ 

接続率(％) B／A ６０．３ ９８．６ ５５．３ 

   ※ 地区戸数・接続戸数は，公共施設を含む。 

 

 

３ 集落排水使用料収納状況（平成３０年度） 

農業集落排水                                    

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 
収 納 率

（％） 

現 年 度 分 ３５，３２７，１０５ ３５，２１３，０４２ ９９．６ 

過 年 度 分 １５７，００８ １２２，５２３ ７８．０ 

計 ３５，４８４，１１３ ３５，３３５，５６５ ９９．６ 

消費税込みの金額である。 

  

漁業集落排水                                    

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 
収 納 率

（％） 

現 年 度 分 １４，６６７，９９９ １４，６２４，５１９ ９９．７ 

過 年 度 分 ５２，６２２ ４７，６３９ ９０．５ 

計 １４，７２０，６２１ １４，６７２，１５８ ９９．７ 

消費税込みの金額である。 
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